
第１節 廃棄物・リサイクル対策のあらまし  

 

１ 循環型社会の形成に向けた法制度について  

戦後、経済の発展に伴い大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会構造と

なり、廃棄物処理及びリサイクルを取り巻く状況として、廃棄物の量の増

大、質の多様化、焼却処理におけるダイオキシン類問題、最終処分場のひ

っ迫等の諸課題が生じた。このように、資源の活用から廃棄に至る各段階

における環境への負荷が増大したことを踏まえ、持続可能な社会へと転換

することを目的に、各種法律が整備された。（図１－１）  

昭和45年に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃

棄物処理法」）は、不適正処理や不法投棄の頻発、廃棄物排出量の高水準

での推移、最終処分場の残余容量のひっ迫などの課題に対応するため、廃

棄物処理施設の施設基準や維持管理基準の強化、罰則の大幅強化や再生利

用認定制度の導入、公的関与による産業廃棄物処理施設の整備の促進等、

数次にわたり改正が行われてきた。  

平成12年６月には、「循環型社会形成推進基本法」が制定され、目指す

べき循環型社会を①廃棄物等の発生抑制、②循環資源の循環的な利用及び

③適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境

への負荷ができる限り低減される社会と明確に提示するとともに、国、地

方公共団体、事業者及び国民の役割を示した。また、令和６年８月には、

循環型社会形成推進基本法に基づく第五次循環型社会形成推進基本計画

が閣議決定され、持続可能な社会づくりとの統合的取組等の基本的な５つ

の方向性を示した。  

平成28年１月には、廃棄物処理法第５条の２第１項の規定に基づき国が

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るための基本的な方針」を改定し、沖縄県においても当該方針

に基づき、令和４年３月に沖縄県廃棄物処理計画（第五期）を策定し、廃

棄物の発生抑制、再生利用に取り組んでいる。一方で悪質な事業者による

不適正処理について厳しく対処するため、廃棄物処理法が改正され、排出

事業者による適正処理確保の為の排出事業者責任の明確化、産業廃棄物処

理業の優良化促進、産業廃棄物処理施設の維持管理強化、排出抑制の徹底

などの見直しが行われた。  

リサイクルを推進する各種個別法は、「容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサイクル法」）、「特

定家庭用機器再商品化法」（以下「家電リサイクル法」）、「建設工事に
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係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」）、  

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家

電リサイクル法」）、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

（以下「食品リサイクル法」）及び使用済自動車から発生するフロン類、

エアバッグ及びシュレッダーダストのリサイクルの促進を図るため、  

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（以下「自動車リサイクル  

法」）等の制定、改正が行われている。  

これらの法令に、国等が率先して再生品などの調達を推進することを目

的とした「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下  

「グリーン購入法」）を加え、持続可能な循環型社会の形成に向けた法体

系が整備された。  

また、化学物質対策としてダイオキシン類については、平成 11年７月に

制定された「ダイオキシン類対策特別措置法」で、耐容一日摂取量、環境

基準等が定められるとともに、同法に基づき削減目標量が設定され、総合

的な対策が進められている。  

PCB廃棄物については、確実かつ適正な処理を推進するため、平成 13年

６月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

法」（以下「PCB特措法」）が制定され、令和８年度末までに PCB廃棄物の

処分を終えることとしている。  

海岸漂着物については、その円滑な処理及び発生の抑制を図るため、平

成21年７月に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景

観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（以下

「海岸漂着物処理推進法」）が制定され、同法に基づき、回収・処理、発

生抑制対策が実施されている。  

プラスチックごみによる世界的な海洋汚染の問題に対応するとともに、

国内におけるプラスチックの資源循環を一層推進するため、令和元年５月

に３Ｒ＋Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則とした「プラス

チック資源循環戦略」が策定された。  

令和４年４月には、プラスチック製品の設計からプラスチック廃棄物の

処理まで、あらゆる主体がプラスチックの資源循環に取り組むための措置

を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施

行され、本県においては、同法の各主体の役割を踏まえ、令和７年３月に

「沖縄県プラスチック問題の取組に関する指針」を策定し、指針の推進に

取り組んでいるところである。  

令和６年５月には、再資源化事業を促進させ、資源循環を進めることを
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目的に「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」

が制定され、令和７年 11月21日に全面施行された。  
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○基本原則　○国、地方公共団体、事業者、国民の責務　○国の施策

：国の他の計画の基本

 ①再資源化の促進（底上げ） ①再生資源のリサイクル

 ②再資源化事業等の高度化の促進（引き上げ） ②リサイクルが容易な構造・

 　・事業形態の高度化 　材料等の工夫

 　・分離・回収技術の高度化 ③分別回収のための表示

 　・再資源化工程の高度化　等 ④副産物の有効利用の促進

　再資源化

　さ・フロン類の

　再資源化

①廃棄物の発生抑制

②廃棄物の適正処理

③廃棄物処理施設の設置規制

④廃棄物処理業者に対する規制

⑤廃棄物処理基準の設定　等

自
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車
リ
サ
イ
ク
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法

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

H19.4
改正
施行

H13.4
完全
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施行

H14.5
完全
施行

H17.2
完全
施行

H25.4
完全
施行

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

循環型社会形成基本計画

H29.6 改正施行 H13.4 完全施行R7.11 全面施行

循環型社会の形成に向けた法体系

環境基本法

食品の製造・加

工・販売業者が

・容器包装の市 ・消費者がリサイ 工事の受注者が

・建築物の分別

廃 棄 物 処 理 法 資 源 有 効 利 用 促 進 法再 資 源 化 事 業 等 高 度 化 法

環境基本計画

H6.8 完全施行

循環
自然循環
社会の物質循環

食品廃棄物の

再資源化

　による再資源化

　クル費用を負担

・廃家電を小売店

　が消費者より引

　き取り

　町村による収集

・容器包装の製

　造・利用業者

　等が再資源化

　解体

・建設廃材等の

・消費者がリサイ

　クル費用を負担

・使用済み自動車

　を引取業者が

・市町村が消費者

　より対象品目を

　回収

・国から認定を受

　けた認定事業者

製容器包装等

エアコン、冷蔵庫、

冷凍庫、テレビ、

　る再商品化

　引き取り

・製造業者がエア

　バッグ・粉砕残

グリーン購入法[国等が率先して再生品などの調達を推進]

[需要面からの支援] H13.4　完全施行

図１－１　循環型社会の形成に向けた法体系

H13.1 完全施行

ゲーム機、携帯電話、

デジタルカメラ等の

28品目

洗濯機、衣類乾燥機

食品残さ 木材、コンクリート、

アスファルト

自動車

・製造業者等によ

びん、PETボトル、

紙製・プラスチック

＜廃棄物の適正処理＞ ＜リサイクルの推進＞

循環型社会形成推進基本法（基本的な枠組み法）
社会の物質循環の確保

天然資源の消費の抑制

環境負荷の低減

個別物品の特性に応じた規制

※ 素材に着目した包括的な法制度として、「プラスチック資源循環促進法」がR4.4から施行
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２ 県内の廃棄物処理・リサイクルの現状と課題  

 

(1) 廃棄物の種類 

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することがで

きないために不要となったものをいい、廃棄物処理法やその他の関係法令

等によって、その保管、運搬、処分の方法に関する規制が行われている。  

 

○廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分される。（図１－２）  

○「産業廃棄物」は事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処

理法第２条第４項に規定される 20品目をいい、排出事業者には適正処理

する責任が課されている。  

○「一般廃棄物」（ごみ）は産業廃棄物以外のものをいい、そのうち一般

家庭から排出されるものを生活系廃棄物、事業活動に伴って排出される

廃棄物のうち、産業廃棄物とならないものを事業系一般廃棄物と呼ぶこ

とがある。一般廃棄物は基本的に市町村に処理責任があるが、事業系一

般廃棄物については排出事業者にも適正処理する責任が課されている。  

○廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係

る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、特に「特別管理一般

廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」として定めている。  
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紙類、紙製パック、段ボール

厨芥

繊維

木、竹類

プラスチック、ペットボトル、ゴム、　ゴムタイヤ

金属、アルミ缶、スチール缶、　小型二次電池

ガラス・陶磁器、ガラスびん

雑物

冷蔵庫､冷凍庫､テレビ、エアコン､洗濯機､衣類乾燥機、パソコン

机、タンスなど家具類

スプリングマットレス

自転車、畳、厨房用具など

PCBを使用した部品

廃水銀

ばいじん

燃え殻、汚泥（ダイオキシン類含有量3ng/g以上）

感染性一般廃棄物

廃油（産業廃棄物である揮発油、灯油、軽油）

廃酸（pHが2.0以下）

廃アルカリ（pHが12.5以上）

感染性産業廃棄物

特定有害産業廃棄物 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物

その他 廃水銀等

廃石綿等

燃え殻 その他

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

★廃プラスチック類

★ゴムくず

★金属くず

★ガラスくず、コンクリートくず（工作物以外）、陶磁器くず

鉱さい

★がれき類

ばいじん

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

動物のふん尿

動物の死体

 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

図１－２　廃棄物の分類

：適正処理困難物
：家電リサイクル法対象（H13.4）
：容器包装リサイクル法対象(H９.4)
：容器包装リサイクル法一部対象（H12.4）
：資源有効利用促進法 指定再資源化製品（H15.10）

一
般
ご
み

粗
大
ご
み

ご
み

し
尿
・
生
活
雑
排
水

一
般
廃
棄
物

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物

事
業
系
一
般
廃
棄
物

生
活
系
廃
棄
物

医療機関等から排出される血液の付着
した注射針等の感染性病原体を含む、
または、その恐れのある産業廃棄物

事
業
系
廃
棄
物

廃
棄
物

産
業
廃
棄
物

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

★印を付したものは、

安定型５品目
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(2)  一般廃棄物の現状と課題  

ア ごみ処理の現状と課題  

(ｱ) ごみ処理の状況  

沖縄県の事業所や家庭から１年間に排出されるごみの総排出量は、統計

を取り始めた昭和44年度から 50年代にかけては30万t台で推移した。  

その後、昭和60年代に増加が顕著になり、昭和 63年度に40万 tを、平成

10年度には50万tを超えた。これらの対策として、資源ごみの分別収集や

有料指定ごみ袋が導入されたことにより、平成 11年度の 512,505 tをピーク

に総排出量に減少傾向にあり、平成 20年度に 42万５千トンまで減少した

が、平成21年度から令和元年度までは微増傾向、それ以降は微減傾向にあ

る。  

令和５年度における沖縄県のごみの総排出量は 467,835 tであった。その

うち計画収集量（直接搬入量を含む）は 446,175 tで、重量当たりの計画収

集率は95.4％となった。また、人口当たりの計画収集率はほぼ 100％とな

っている。  

令和５年度のごみ処理量 467,256 tのうち、 392,526 t（84.0％）が焼却施

設で直接焼却、1,611 t（0.3％）が直接埋立、14,228 t（3.0％）が直接資源

化され、58,891 t（ 12.6％）が焼却以外の中間処理となっている。  

ごみの資源化量は、地域の団体が資源ごみを回収する集団回収が 69 tで、

計画収集による直接資源化量 14,228 t、中間処理後再生利用量 55,220 tとあ

わせ、合計69,517 tとなり、これによりリサイクル率は 14.9％となった。  

また、令和５年度における本県のごみ処理費は約 159億円であり、１ t当

たりのごみ処理費は 34,055円、県民１人当たりのごみ処理費は 10,724円と

なった。  

近年、ごみの総排出量や最終処分量は横ばいとなっており、全国平均値

と比較すると低い値となっている。リサイクル率については平成 23年度を

境に横ばいとなっており、全国平均値 19.5％と比較すると 4.6ポイント低い

ことから、更なる取り組みが必要である。  
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収集ごみ＋  
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中間処理   
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401,956 t  
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再生利用量  

69,517 t  

 

直接資源化量  

14,228 t  
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28,192 t  

 

集団回収量  

69t  

 

 

直接焼却量  

392,526 t 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３  ごみ処理フロー図（令和５年度）  

 

(ｲ) ごみ処理施設  

令和７年３月末現在の県内 41市町村のごみ処理施設の整備状況は、焼却

施設については、40市町村において31施設が整備されている。  

最終処分場については、33市町村で 21施設整備されており、最終処分場

を整備していない８市町村のうち２町村では、現在、１施設の整備を計画

しており、稼働するまでの間、他市町村や民間業者に最終処分を委託する

などにより対応している。残りの市村では、民間業者に最終処分を委託す

るなどで対応している。  

また、これまで整備した施設について、一部老朽化もあることから、改

築及び基幹改良（改造による更新を含む。）による整備を進めていく。  

更に、施設の耐用年数向上を図るため長寿命化計画の策定も進める必要

がある。  
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イ し尿処理の現状と課題  

し尿・生活排水の処理については、公共下水道、浄化槽（農業集落排水処

理施設等を含む）及びし尿処理施設において処理が行われている。  

令和５年度の沖縄県の水洗化人口（公共下水道又は浄化槽等で処理してい

る人口）は 1,421,223人、水洗化率は 95.8％となり、非水洗化人口（市町村等

が計画収集し、し尿処理施設で処理している又は自家処理している人口）は

62,549人、非水洗化率は 4.2％である。  

令和５年度のし尿（公共下水道及び浄化槽等により処理されるものを除く。

以下同じ。）の年間総排出量は 17,448 kLとなっており、そのうち、計画収集

量は17,433 kLで、総排出量の100％※1を占めている。また、人口当たりの計

画収集率は100％※1となっている。  

一方、浄化槽の余剰汚泥も計画収集されし尿処理施設等において処理され

ており、その年間総排出量は 154,473 kLとなっている。  

これらし尿及び浄化槽汚泥の処理は、し尿処理施設による処理が 129,940 

kL（75.6％※2）、下水道への投入が 22,949 kL（ 13.3％※2）、農地還元が6,964 

kL（4.1％※2）、その他の処理が 12,053 kL（7.0％※2）となっている。一部自

治体において行われていた海洋投入については、平成 16年５月に廃止された。 

令和５年度末現在、県内には 95,204基の浄化槽が設置されているが、合併

浄化槽は41,018基（43.1％）と普及が遅れており､その整備促進が必要である。

また、浄化槽が本来の機能を発揮するためには定期的な維持管理を行う必要

があり、浄化槽管理者は保守点検と清掃を行うとともに、法定検査を受検す

ることが浄化槽法により義務づけられている。  

法定検査には、浄化槽使用開始３～８ヶ月後の水質検査（７条検査）と、

毎年１回の水質検査（ 11条検査）があるが、令和５年度実績で７条検査の実

施率は 100％（全国平均 97.4％）と全国平均を上回っているが、11条検査の実

施率は10.3％（全国平均49.8％）と低い実施率となっており、11条検査の受

検率を向上させる必要がある。  

 

 

(3) 産業廃棄物の現状と課題  

県内の産業廃棄物の発生量は年間 200万t程度（動物のふん尿を除く）で推

移しており、質的にも多様化してきている。  

その処理については、排出事業者自ら又は処理業者により行われているが、

県内の処理業者が有する管理型最終処分場は、処分場の閉鎖等により稼働中

の施設は、令和元年まで２箇所のみで、その残余容量はひっ迫した状況が続

いていたため、多くの産業廃棄物が県外搬出されていた。しかし、令和元年

※１端数は四捨五入により処理している。  

※２括弧内は構成比を示している。  
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10月に公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場が竣工したため、産業廃

棄物の県内処理と適正処理の推進を図っていく必要がある。  

また、廃棄物の不法投棄や廃タイヤの大量保管など不適正事案も依然とし

て多いことから、これらの課題への対策強化が必要となっている。  

 

ア 産業廃棄物の発生状況等  

本県における産業廃棄物の発生状況等については、５年ごとに実態調査を

実施し把握に努めている。  

また、沖縄県廃棄物処理計画における減量化目標の進捗状況を把握するた

め、平成18年度から年度毎に産業廃棄物実態調査フォローアップ調査を行っ

ている。  

令和６年度沖縄県産業廃棄物実態調査（令和５年度実績）によれば、動物

のふん尿を除く産業廃棄物の発生量は、1,865千tと推計され、有償物量を除

く産業廃棄物の排出量は 1,737千tである。排出量について、種類別でみると、

汚泥（51.9％）、がれき類（14.7％）、動植物性残さ（10.9％）となっており、

業種別でみると、電気・水道業（47.3％）、製造業（28.5％）、建設業（21.9％）

となっている。  

排出量のうち、再生利用量は 824千t（47.5％）、最終処分量は 98千t（5.6％）

となっている。  

再生利用率及び最終処分率は、令和元年度と比べると概ね横ばいに推移し

ており、今後とも目標達成に向け取り組んで行く必要がある。  

 

            表１－１  産業廃棄物の発生量、排出量、再生利用量及び最終処分量 

                                                   （単位：千 t/年）  

 令和元年度  

（基準年度）  

令和５年度  

（実績）  

令和７年度  

（目標値）  

発   生   量  2,018 1,865 －  

排  出  量  1,842 1,737 1,860 

再生利用量  893（ 48.5％）  824（ 47.5％）  949（ 51.0％）  

最終処分量  69（  3.8％）  98（ 5.6％）  70（ 3.8％）  

注１）令和元年度（基準年度）の値は、沖縄県廃棄物処理計画（第五期）策定時の値。 

注２）令和７年度（目標値）の値は、第五期計画の目標値。  

注３）「その他量」を記載していないため、排出量と個々の計とが一致していない。  

 

 

イ 産業廃棄物処理業者等の許可状況   

(ｱ) 処理業の許可状況  

令和６年度末現在、産業廃棄物処理業者は、総数で 1,568業者となって

いる。  
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業の区別でみると、収集運搬業 1,385業者、処分業 183業者（うち中間処

理業173業者、中間処理・最終処分業８業者、最終処分業のみ２業者）と

なっている。  

また、保健所別にみると、多い順から南部保健所 761業者、中部保健所

498業者、北部保健所137業者、宮古保健所 92業者及び八重山保健所 80業者

となっている。  

 

(ｲ) 再生利用業の指定状況  

産業廃棄物処理業の許可が不要となる産業廃棄物再生利用業の知事指

定については、石炭灰の再生輸送業が２件、石炭灰の再生活用業（用途：

セメント原料）が２件、廃プラスチックの再生輸送業が２件、廃プラスチ

ックの再生活用業（用途：プラスチック原料又は生成油）が４件の計10件

となっている。  

 

ウ 産業廃棄物処理施設の設置状況  

現在稼働中の産業廃棄物処理施設の許可件数は、令和６年度末現在で 188

施設となっている。その内訳は、脱水や焼却による減量化または有害物の分

解などを行う中間処理施設が 172施設、最終処分場が 16施設となっている。  

また、最終処分場について設置主体別でみると、排出事業者の設置が３施

設、産業廃棄物処理業者の設置が 12施設、公共による設置が１施設となって

いる。  

  

エ 施設等の監視パトロール  

産業廃棄物処理施設等については、保健所による定期的な立入検査を実  

施し、監視指導を行っている。  

平成 14年度以降、産業廃棄物の適正処理の確保及び施設の安全管理の徹  

底を図るため、産業廃棄物最終処分場及び焼却施設を設置している事業者  

に対して処理基準、維持管理基準等の適合状況を重点的に検査する総点検  

を実施し、不適切な施設に対しては改善命令等の行政処分を行っている。  

また、平成23年度より産業廃棄物最終処分場及び焼却施設を設置している

設置者は５年３ヶ月に一度、定期検査の受検が義務付けられた。  

これまで、数次にわたり廃棄物処理法が改正され、廃棄物処理施設の維持

管理基準などが強化されているが、廃棄物処理業者において十分な措置が図

られず、対応が不十分な施設が見受けられることから、より一層、監視指導

を強化する必要がある。  
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オ 不法投棄  

県が令和７年度に実施した「不法投棄実態調査」によると、令和６年度に

おける不法投棄箇所は121箇所 2,457 tであり、投棄場所としては、原野、森

林等や農用地といった人目に付きにくい場所が多い。不法投棄物の種類は、

一般廃棄物739 t（30.1％）、産業廃棄物は 1,718 t（69.9％）となっている。

（主な産業廃棄物は①廃プラスチック類（廃タイヤ）539 t（21.9％）、②廃

プラスチック類（その他）291 t（11.8％）、③建設混合廃棄物236 t（9.6％）、

④廃プラスチック類（建設系）210 t（8.6％）であった。）  

不法投棄に至った原因としては、投棄者の道徳観念の欠如、処理費の出し

惜しみ、廃棄物処理に対する認識不足などが考えられる。  

また、不法投棄だけでなく廃棄物を原野や空き地等に大量保管する等の不

適正処理事案も問題となっている。  

このような不法投棄及び不適正処理の実態は、周辺地域の生活環境に支障

を及ぼすばかりでなく、自然・都市景観を損ねるなど、本県の観光振興にも

ダメージを与えかねない重要な課題となっており、不法投棄の早期発見、原

因者による撤去、規模が小さい段階での迅速な対応、発生抑止のための監視

体制の充実強化等の取り組みが必要である。  
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３ 循環型社会の形成に向けた県の施策について  

 

(1) 沖縄県廃棄物処理計画の推進  

沖縄県廃棄物処理計画とは、廃棄物処理法第５条の５の規定に基づき策定

する法定計画であり、沖縄県における廃棄物の排出抑制、減量化、適正処理

に関する基本的な方向を定め、県民、事業者及び行政が一体となって取組む

ための指針となるものである。  

沖縄県では、国の策定した「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、平成

13年度に平成 17年度を目標年度とする沖縄県廃棄物処理計画（第一期）を策

定し、その後３回の計画見直し（第二期～第四期）を行っている。  

県民、事業者、市町村とともに諸施策を推進してきたところであるが、依

然として、再生利用量の向上、不法投棄等の課題があり、循環型社会の形成

に向けた取組みを強化するため、現在の廃棄物を取り巻く状況などを踏まえ、

令和４年３月、沖縄県廃棄物処理計画（第五期）（以下「第五期計画」）を

策定した。  

第五期計画においては、令和７年度を目標年度として、循環型社会の形成

に向けた基本的な考え方や各主体の役割について明確にするとともに、中長

期的な展望に立った新たな施策を展開し、循環型社会の形成に向けた取組み

を強化した。  

 

 一  般  廃  棄  物  減  量  化  目  標    

＜令和７年度＞  

○  排出量を現状（令和元年度）に対し、 11.0％削減する。  

○  １人１日当たりの家庭系ごみ排出量を現状（ 令和元年度）に対し、    

0.2％削減する。  

○  再生利用量を排出量の 22％とする。  

○  最終処分量を排出量の 4.9％とする。   

            表１－２   一般廃棄物の排出量等に係る基準値及び目標値  

 令和元年度【基準値】  令和７年度【目標値】  

排  出  量 （千 t） 481 〈 889 g/人･日〉 428 〈 786 g/人･日〉  

１人１日当たりの  
家庭系ごみ排出量  

（ g/人・日） 490  489  

再生利用量 （千 t） 70 〈 14.5％〉   94  〈 22.0％〉  

最終処分量 （千 t） 32 〈  6.6％〉   21  〈  4.9％〉  

 

-13-



 

 

  産  業  廃  棄  物  減  量  化  目  標      

＜令和７年度＞  

○  排出量を現状（令和元度）に対し、増加を 1.0％以内に抑制する。  

○  再生利用量を排出量の 51.0％とする。  

○  最終処分量を現状（令和元年度）に対し、増加を約 1.0％以内に削減する。  

表１－３  産業廃棄物の排出量等に係る基準値及び目標値  

  令和元年度【基準値】  令和７年度【目標値】  

 排  出  量  （千 t） 1,842   1,860   

 再生利用量  （千 t）   893  〈 48.5％〉    949  〈 51.0％〉  

 最終処分量  （千 t）   69 〈  3.8％〉    70  〈  3.8％〉  

    （注）「その他量」を記載していないため、排出量と個々の計とが一致していない。  

 

(2)  一般廃棄物に関する対策  

ア ごみ処理広域化計画の推進  

ごみの焼却に伴うダイオキシン類の発生の抑制やごみ排出量の増大等に

伴う最終処分場の残余容量のひっ迫等を背景に、環境保全や処理技術、経済

的な観点から施設を集約し大型化するなど、広域的な視点に立った総合的か

つ効率的なごみ処理体制を構築することが必要となり、そのための指針とし

て、「沖縄県ごみ処理広域化計画」を平成 11年３月に策定した。  

その結果、沖縄本島において焼却施設数が減少し、処理能力の大きい施設

が増えるなどの成果があった。  

平成 31年には、我が国のごみ処理の状況変化を踏まえ、環境省から通知

（「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設

の集約化について」、平成 31年３月 29日付け環循適発第 1903293号）が発出

された。  

同通知では、我が国の将来的な人口減少や３Ｒ推進によるごみ排出量の減

少を踏まえ、将来にわたり持続可能な適正処理を確保するためには、現状及

び中長期的な視点により、安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の検討が改め

て必要とされており、本県の一般廃棄物の処理状況を踏まえ、「沖縄県ごみ

処理広域化計画」の内容を見直し、新たに「沖縄県ごみ処理広域化・集約化

計画」（令和４年３月）を策定した。  

同計画の期間は、令和３年度から 12年度までの10年間であり、広域化の３

つのケースを設定している。  
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表１－４  広域化ケースの考え方  

ケース  考え方  目標時期  

ケース１  現行(令和 3(2021)年度)の処理体制  －  

ケース２  近隣自治体における広域化  令和 12(2030)年度  

ケース３  最大限の広域化  令和 27(2045)年度  

 

表１－５  広域化ケース  

現行 ケース1（R3年度） ケース2（R12年度） ケース3（R27年度）

ブロック No 組合せ No 組合せ No 組合せ

国頭村

大宜味村

東村

名護市 2 名護市 2 北部２

今帰仁村

本部町

伊是名村 4 伊是名村

伊平屋村 5 伊平屋村

伊江村 6 伊江村

宜野座村

金武町

恩納村

うるま市

読谷村

嘉手納町

北谷町

沖縄市

宜野湾市

北中城村

中城村

浦添市 12 浦添市

糸満市

豊見城市

南城市

西原町

与那原町

八重瀬町

那覇市

南風原町

座間味村

粟国村

渡嘉敷村 16 渡嘉敷村

渡名喜村 17 渡名喜村

南大東村 18 南大東村 11 南大東村 7 南大東村

北大東村 19 北大東村 12 北大東村 8 北大東村

久米島町 20 久米島町 13 久米島町 9 久米島町

宮古島市 21 宮古島市

多良間村 22 多良間村

石垣市 23 石垣市

竹富町 24 竹富町

与那国町 25 与那国町 16 与那国町 12 与那国町

市区町村名

北部

1 北部
3

本部町今帰仁村清掃施設組
合

北部離島

3

八重山
15 石垣市・竹富町

宮古 10 宮古14 宮古本島

1 国頭地区行政事務組合

10 倉浜衛生施設組合

13
南部広域行政組合
（糸豊環境衛生課）

14
南部広域行政組合
（東部環境衛生課）

15
那覇市・南風原町環境施設
組合

南部南１

4

1 北部１

北部３

4 中部北１

8 南部北

9
南部

8 中部北環境施設組合

9 比謝川行政事務組合
中部

7 金武地区消防衛生組合

11
中城村北中城村清掃事務組
合

10 南部南２

南部離島

2 中部北

5 中部北２

6 中部南１

3 中部南

7 中部南２

南部北

南部南１

6 南部南２

11 石垣市・竹富町

5
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イ 一般廃棄物処理施設の整備促進  

県内のごみ焼却施設については、令和７年３月末現在、41市町村中40市町

村で31施設が整備されている。  

最終処分場については、 33市町村で21施設が整備されている。  

また、再生利用施設については、30市町村において31施設が整備されてい

る。  

 

ウ ごみの減量化・リサイクルの促進  

県内のごみの減量とリサイクルを広域的な観点から推進するため、「ごみ

減量化推進事業」を平成５年度から実施している。本事業では、市町村等と

連携して、「ごみ減量・リサイクル推進の取組」、「３Ｒ推進月間」を実施

し、パネル展の開催、新聞・ラジオ広告等による広報等、循環型社会の形成

に向けた各種普及啓発活動に取り組み、県民意識の高揚に努めている。  

平成13年度には、住民代表、教育関係団体、排出事業者、再生事業者、関

係団体、ＮＰＯ及び行政担当者で構成する「沖縄県ごみ減量リサイクル推進

会議」を設置し、ごみ減量・リサイクルへの自発的な取組の促進について協

議するとともに、下部組織として流通事業者等で構成する「レジ袋減量部会」

を設置し、マイバックキャンペーン等によるレジ袋使用量の削減策を協議し

た。  

これらの協議を受け、平成 20年８月６日に、レジ袋有料化を取組の柱とす

る「沖縄県におけるレジ袋削減に向けた取組に関する協定」を「県内 10事業

者」、「沖縄県ごみ減量リサイクル推進会議」及び「沖縄県」の３者で締結

し、同年10月１日から県下一斉にレジ袋有料化を開始した。同年  12月に１

事業者が加わり、平成 21年２月からは11事業者においてレジ袋有料化による

ごみ減量の取組が行われている（平成 26年４月から１事業者は既存事業者に

統合され、現在は10事業者（令和７年３月末時点））。  

その結果、レジ袋有料化が開始された平成 20年10月から令和７年３月現在

までの、協定締結事業者におけるレジ袋辞退率（（来店者数－使用枚数 )÷来

店者数×100）の総平均値は、協定締結時の目標である 80%をわずかに下回り

77.3％となっている。  

平成29年10月24日には、廃棄物の発生を抑制し、循環型社会の構築を促進

することを目的に、毎年全国で開催されている３Ｒ推進全国大会を沖縄県で

初めて開催した。  

 環境教育に関しては、過年度（平成 12年～ 23年）に実施していた「ごみ減

量・リサイクル講座」（通称「買い物ゲーム」、小学生等対象）を、平成 29

年度から再開し、県民のごみ減量に関する意識高揚を図っている。  

-16-



 

 

表１－６ ごみ減量化推進事業  

事   業           内   容  

沖縄県ごみ減量リサイクル推進会議  ①沖縄県ごみ減量リサイクル推進会議開催  

②レジ袋減量部会開催  

ごみ減量・リサイクル推進の取組  

5/30(ごみゼロの日 )～ 6/30 

①パネル展、ラジオ等広報  

②不法投棄一斉パトロール  

３Ｒ推進月間（ 10月）  

※9/24(清掃の日 )、 10/1(浄化槽の日 )

に関する取組も同時に実施  

３Ｒに関する普及啓発活動  

①新聞広告・ラジオ広報等  

②パネル展及び浄化槽の日のイベント開催  

③その他取組  

 

  エ 容器包装リサイクル法への対応 

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみ（一般廃棄物）の約

６割（容積比）を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築すること

により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物

の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る目的で平成７年に制定さ

れ、平成９年に一部施行、平成 12年に紙製容器包装、プラスチック製容器

包装が追加され完全施行している。市町村において同法に基づく分別収集

が開始されている。  

容器包装リサイクル法では、特定容器包装のうちガラス製容器、ペット

ボトル、その他のプラスチック製容器包装及び紙製容器包装（飲料用紙パ

ック及び段ボールを除く）については、市町村が分別収集した物を再商品

化する費用を製造事業者等が負担するシステムとなっており、スチール缶、

アルミ缶、飲料用紙パック及び段ボールについては、市町村が分別収集し

た後、有償で売却されている。  

なお、令和５年度容器包装リサイクル法に基づく分別収集量等及び市区

町村数調査によると、令和５年度に分別収集を実施しているのは、スチー

ル缶が39市町村、アルミ缶が 39市町村、飲料用紙パックが 19市町村、段ボ

ールが 28市町村、無色ガラス容器が 27市町村、茶色ガラス容器が 28市町村、

その他ガラス容器が34市町村、ペットボトルが 41市町村、プラスチック製

容器包装（白色トレイ含む）が８市町村となっている。  

 

オ 自動車リサイクル法への対応  

(ｱ) 概要  

自動車リサイクル法では、エアバッグ類、フロン類、シュレッダーダス

トのリサイクル・適正処理が義務付けられている。  
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県では、（公財）自動車リサイクル促進センターと連携して、様々な媒

体等を利用し、県民及び関連事業者への法令順守の徹底を呼びかけるとと

もに、関連事業者等への立入調査を強化し、適正処理の推進に取り組んで

いる。  

 

(ｲ) 離島対策支援事業  

平成17年10月１日より、本県の離島から沖縄本島まで使用済自動車を海上輸送

する費用の８割を出えんする制度が開始された。 

同制度は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」いわゆる自動車リサイ

クル法が平成17年１月１日から本格施行されたことに伴い、最終所有者から預託

されたリサイクル料金の剰余金の一部を離島市町村が行う離島対策支援事業に

対して、（公財）自動車リサイクル促進センターが出えんする制度となってい

る。 

令和６年度離島対策支援事業の実績として、離島を抱える18の市町村が対象

となり、約2,641万円（使用済自動車7,167台）の出えんを受けている。 

※対象市町村 

石垣市、宮古島市、うるま市、南城市（久高島）、伊江村、渡嘉敷村、 

座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、 

久米島町、多良間村、竹富町、与那国町、本部町の計18市町村  

 

カ 家電リサイクル法への対応  

(ｱ) 指定引取場所における引き取りの状況  

平成13年４月１日より施行された家電リサイクル法は、小売業者による

収集運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といった

それぞれの役割分担を通して、循環型社会の構築を目指すものである。  

令和６年度に県内の指定引取場所へ搬入された廃家電品の数は４品目

合計で239千台であり、全国の引取台数 14,583千台の１％を超える回収実

績となっている。各年度の回収実績は表１－７のとおりである。  

 

表１－７ 県内及び全国の家電リサイクル引取台数   (千台）  

年度  H27  H28  H29  H30  R1  R2  R3  R4  R5  R6 

沖縄県  136  152  160  188  212  241  233  236 231 239 

全国  10,878  11,198  11,885  13,562  14,773  16,020  15,262  14,953 14,449 14,583 
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(ｲ) 離島対策事業協力制度  

平成21年度より、離島地域から指定引取場所まで輸送する費用のうち、 

合理的に算出された１台あたりの海上輸送費用の原則全額を助成する制

度が開始された。同制度は、市町村が実施する海上輸送事業に対して、 一

般財団法人家電製品協会が助成する制度となっている。令和６年度離島対

策事業協力制度の実績として、県内からは５市町村（宮古島市、与那国町、

伊平屋村、渡嘉敷村、多良間村）が助成を受けている。  

 

キ ちゅら島環境美化促進事業  

空き缶や吸い殻等のごみの散乱防止、環境美化の促進を図るため、平成 14

年７月１日から「ちゅら島環境美化条例」を施行し、県民、事業者、市町村

及び県が一体となって条例を推進することにより、県全域で環境美化運動の

気運を盛り上げている。  

 

(ｱ) 推進母体による活動  

県、市町村及び民間団体で構成する条例の推進母体「ちゅら島環境美化

推進県民連絡会議」が実施主体となって、「ちゅら島環境美化促進月間」

である７月を中心に、各種広報啓発活動や全県一斉清掃に取り組んでいる。 

全県一斉清掃は平成15年度以降、夏季（６月から８月）と年末（ 12月）

の年２回実施しており、令和６年度は14,565人が県内各地で一斉清掃を実

施した。  

 

(ｲ) 環境教育・環境学習の推進（条例第 11条）  

小学校高学年を対象とした環境美化教育用教材「みんなでつくろうちゅ

ら島沖縄」を作成・県内の全ての小学校に配布し、環境教育・環境学習を

推進している。  

 

(ｳ) 自発的な活動の促進（条例第 12条）  

第十一管区海上保安本部環境防災課の提唱の下、主に海岸清掃活動に自

主的に取り組む団体等で結成された「沖縄クリーンコーストネットワーク

（ＯＣＣＮ）」を共同で運営し、通年を通した「まるごと沖縄クリーンビ

ーチ」キャンペーンを実施する等、広く県民に参加を呼びかけ、自発的な

活動を促進しており、令和５年度は、延べ 3,529人が海岸清掃ボランティア

活動に参加した。  
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  ク  合併処理浄化槽の普及促進  

し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、短期間にかつ容易

に設置できる等の特徴を有していることから、生活排水対策の重要な柱の一

つとなっている。  

国において、昭和 62年に国庫補助事業である浄化槽設置整備事業が創設し

されたのを受けて、本県では、公共下水道及び農業・漁業集落排水事業等と

の整合性を図り、集合処理に適さない住宅散在地域や生活排水対策重点地域

への整備など、地域の特性に応じて合併処理浄化槽の整備促進に努めてきた

ところである。  

なお、この補助事業により令和５年度までに那覇市等 26市町村１事務組合

が合併浄化槽設置者に対する補助を実施しており、令和５年度末現在合計

1,813基の合併処理浄化槽を整備している。  

また、平成12年３月に「沖縄県浄化槽取扱要綱」を改正し、新たに浄化槽

を設置する場合には合併処理浄化槽の設置を義務化するとともに浄化槽設

置者が建築確認申請時に法定検査料金を払い込む前納制を導入した。直近で

は、令和５年３月に同要綱を改正している。さらに平成13年度から浄化槽設

置者（管理者）を対象とした「浄化槽設置者講習会」を県内各保健所単位で

実施し、浄化槽の適正な維持管理とその普及啓発に取り組んでいるところで

ある。  

 

ケ 海岸漂着物対策の推進  

近年、海外からと思われるペットボトルや漁具等の廃プラスチック類や流

木等が、更には私達の生活から出たごみが河川等から流出し、海岸域に大量

に漂着し、堤防等の海岸保全施設の機能だけではなく、漁業活動や観光面を

含めた生活環境、自然環境の保全に重大な影響を及ぼしている。  

これらの漂着物は、原因者が特定できないことから、海岸管理者や地元市

町村、ボランティア団体等で回収・処理に努めているが、通常の管理の範疇

を超えるもので負担も大きく、また繰り返し漂着することから、十分な対策

を講じることが困難な状況にある。  

県では、この深刻化している海岸漂着物問題について、平成 21年度から 24

年度にかけて国が創設した「地域グリーンニューディール基金」を活用し、

さらに「地域グリーンニューディール基金」の終了に伴い、平成 25年度～平

成26年度に国が新たに創設した「地域環境保全対策費補助金」（海岸漂着物

地域対策推進事業）を活用し、海岸漂着物対策事業を実施した。  平成 27年

度以降、引き続き国の創設した地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地

域対策推進事業）を活用し、回収処理及び発生抑制対策事業を実施している。 
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環境部では、海岸漂着物対策を推進するための計画「沖縄県海岸漂着物対

策地域計画」を平成 21年度に策定（令和３年度改定）し、同計画に基づき漂

着物の実態把握調査、海岸清掃マニュアルの作成、各種調査研究や発生抑制

対策のための海外交流事業を実施するとともに、海岸漂着物対策を実施する

市町村に対し補助金を交付する等の事業を行っている。 

海岸管理者（県土木建築部、農林水産部）や市町村では、同計画で選定し

た重点対策区域における回収処理事業を実施しており、令和６年度は約

5,478 ㎥（約461 t）の漂着物を回収処理した。  

 

コ 県産リサイクル製品利用促進制度  

島しょ県である本県において、廃棄物の排出抑制・循環的利用の促進を図

る循環型社会を実現するためには、域内の資源循環システムを構築すること

が不可欠であり、そのためにはリサイクルの出口である製品の利用拡大を図

ることが重要である。  

このようなことから、県内で発生する再生資源を原料とした県産のリサイ

クル製品について、品質及び安全性について審査し、認定することにより、

県民等へ製品の利用拡大を図るため、平成 17年３月に日用製品等を対象とす

る「沖縄県産リサイクル製品利用促進要綱」を制定した。  

これまでに廃ガラスを原料とした無機質土壌改良材や廃材から再生した

ポリ袋等を認定していたが、申請品目数が少ないことから、平成 22年度で事

業廃止となった。  

また、県土木建築部では、平成 16年度に「沖縄県リサイクル資材評価認定

制度実施要領」を制定し、公共工事で使用する建設資材について県内リサイ

クル資材の使用促進を図っている。  

 

(3) 産業廃棄物に関する対策  

ア 産業廃棄物処理施設等への監視・指導  

産業廃棄物処理施設等に対する監視・指導は、各保健所で実施しており、

維持管理基準等に適合しない施設に対して、適宜、警告書・改善命令・措置

命令等を発して指導強化を図っている。  

また、毎年度、通常の監視指導に加えて、県内の全最終処分場の総点検を

実施しており、産業廃棄物処理業者等への監視指導と改善の徹底を図り、厳

正に対処している。  
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イ 不法投棄防止対策  

不法投棄は、河川や地下水など生活環境に支障を生ずるおそれがあるばか

りでなく、景観を損ねることにより、観光振興にも影響を与えるため、未然

の防止対策が重要となっている。  

いったん不法投棄が行われると、引き続き同じ場所に様々な廃棄物の投棄

が行われる事例も多いため、不法投棄の早期発見、規模が小さい段階での迅

速な対応、発生抑止のための監視体制の充実強化等の取り組みが必要である。 

そのことから、保健所の環境衛生指導員による監視指導体制に加え、警察

官退職者を廃棄物監視指導員として配置するとともに、本庁環境整備課に警

察本部より警部１名を配置し、悪質な不法投棄者の告発、関係機関と連携し

た指導・取締りの強化等を図っている。  

また、沖縄県では、不法投棄防止対策として県、警察本部、海上保安本部

等で構成する「沖縄県廃棄物不法処理防止連絡協議会」や各保健所に市町村

及び各警察署等で構成する「廃棄物不法処理防止ネットワーク会議」を設置

して、合同パトロールを実施している。  

さらに、不法投棄監視カメラの導入などを行い、不法投棄防止対策を強化

している。  

 

ウ 公共関与事業  

産業廃棄物は、排出事業者自らが適正に処理しなければならないことから、処理

を行うために必要な施設は、排出事業者自ら、又は民間処理業者により確保するこ

とが基本であるが、本県における民間処理業者が有する産業廃棄物管理型最終処分

場のうち、平成30年度末時点で稼働中の施設は２箇所のみで、その残余容量はひっ

迫状態が続いていた。 

このため、県では、令和元年10月に公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場

を整備し、同年12月より「安和エコパーク」として供用開始した。当施設により産

業廃棄物の県内処理と適正処理の推進を図り、生活環境の保全と健全な経済

産業活動を支援していく。  
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平成16年度 

 

 

 

 

 

 

平成17年度 

 

 

 

 

平成19年３月15日 

 

 

 

 

 

 

平成22年度 

 

 

 

 

 

 

平成25年３月 

 

〃 年４月15日 

〃 年９月19日 

 

平成26年４月 

 

平成26年６月 

平成27年３月 

 

「沖縄県公共関与産業廃棄物処理施設整備基本構想」を策定 

○ 処分場の規模は、埋立容量36万立方メートル。埋立期間15年間。 

○ 事業主体は株式会社方式による「官民協調の第三セクター」設立。 

○ 当該事業主体は、国から廃棄物処理法に基づく廃棄物処理センター

の指定とともに、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に

関する法律に基づく「特定施設」として認定を受けて、国庫補助制

度や政策融資等の支援措置を活用。 

「公共関与事業推進会議」を設置。 

○ 学識経験者、経済界等の関係団体、ＮＰＯ、市町村及び県関係者か

ら成る。 

○ 同基本構想を踏まえ、処分場の立地候補地の選定と事業主体設立に

ついて検討。 

最終候補地及び事業の設立について知事報告。 

○ 公共関与事業推進会議において、立地候補地の選定にあたり「立地

候補地の選定に係る基本ルール」を示し、情報公開による高い透明性

を確保しつつ、段階的な絞り込みを進め、最終候補地として本部町崎

本部、名護市安和及び浦添市伊奈武瀬の３箇所を選定。 

○ また、事業主体の設立について、事業実施に向けた基本的な考え方

をとりまとめた。 

事業の見直しを実施。 

○ リサイクルの進展等により産業廃棄物の最終処分量が減少してい

ることを踏まえ、最終処分場の施設規模を15万立方メートルへ変更

するなど行った。 

○ その後、名護市安和区を第一候補として地元への事業説明会、意見

交換会などを開催し、地元においても最終処分場に関する勉強会を

実施するなど、公共関与事業への理解を深めた。 

事業主体となる第三セクター沖縄県環境整備センター株式会社（以下

「センター」という。）を設立。 

名護市安和区において条件付きの同意が承認。 

名護市安和区、名護市、沖縄県及びセンターの四者で基本合意書を締

結。 

「公共関与による名護市安和区内産業廃棄物管理型最終処分場地域協

議会」を設置。 

生活環境影響調査を実施。 

更なる最終処分量の減少が見込まれることから、最終処分場の施設規模

を再検証し、９万立方メートルへ変更。 
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平成27年７月 

平成28年３月 

平成29年９月 

 〃 年９月16日 

令和元年10月 

〃 年11月23日 

〃 年12月 

令和２年２月 

令和５年５月 

 〃 年６月 

令和６年３月  

用地取得完了。 

実施設計発注。 

廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置許可。 

起工式を実施。 

本体工事完了。 

落成式を実施。 

供用開始。 

第１埋立地で廃棄物受入開始。 

第１埋立地が埋立完了。廃棄物の受入停止。 

被覆施設移設工事開始（第１埋立地から第３埋立地へ）。  

被覆施設移設工事完了。第３埋立地で廃棄物受入再開。  

 

エ 産業廃棄物税による排出抑制、循環的利用及び適正処理の促進  

廃棄物の発生を抑制し、循環的利用及び適正処理を推進していくためには、

廃棄物問題が通常の事業活動や日常生活における社会経済活動に伴って生

じる廃棄物に起因する課題であることを踏まえて、廃棄物処理法等に基づく

規制手法や普及啓発などの取り組みだけでなく、経済的手法による政策手段

と組み合わせて、地域経済社会や県民のライフスタイルのあり方を変えてい

くことが不可欠である。  

税という手段の活用は、市場メカニズムを通じて経済産業活動を環境負荷

の少ないものへと誘導するとともに、生活環境の保全と経済産業活動の両立

を目指す有効な手法であると考えられ、県においては、産業廃棄物の排出を

抑制し、その循環的利用及び適正処理を促進していくため、平成 18年４月か

ら「沖縄県産業廃棄物税」を導入した。  

産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出事業者に税の負担を課すことで、その

排出を抑制しリサイクルを推進しようとする経済的インセンティブを与え

るとともに、税収を、産業廃棄物の排出抑制や再生利用等の促進、公共関与

による産業廃棄物最終処分場の周辺環境整備、不法投棄等防止対策の強化な

ど、循環型社会の形成に向けた施策に活用する法定外目的税である。  

税の仕組みとしては、産業廃棄物の処理の最終段階である埋立に着目して、

県内の最終処分場に産業廃棄物が搬入された際に、搬入された産業廃棄物を

排出した事業者に対して、搬入量に応じた税負担を求めることとしている。 

また、税収と使途の関係を明確にするとともに中長期的な施策の展開を図

るため、基金を設置している。  
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税制の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税の種類  法定外目的税  

目的  
循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制及び再使用、再生

利用、その他適正処理の促進を図る。  

課税客体  最終処分場に搬入された産業廃棄物  

納税義務者  最終処分場に搬入された産業廃棄物を排出した事業者  

徴収方法  

最終処分業者による特別徴収   

※排出事業者・中間処理業者が、自己の設置する最終処分場で処分す

る場合は申告納付  

課税標準  県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量  

税率  １トンあたり１，０００円  （１キログラムあたり１円）  

税収使途  

循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、

適正処理の促進に関する施策に要する費用に充てる。  

①産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進  

②産業廃棄物処理業の優良化の促進  

③不法投棄等の防止対策  

④公共関与による産業廃棄物最終処分場の周辺環境整備  等  

施行日  平成１８年４月１日（令和 12 年度を目途に見直しを行う）  

図１－４  産業廃棄物税の概要  

課
税
対
象
外 

特別徴収  
処理料金と併せて

税を徴収  注２  

処理料金に税相当

額を上乗せ  

（税を負担する者）  （  納税義務者  ）  

申告納入  
注１  注２  

注１  産業廃棄物を排出した事業者が、自ら設置した最終  

処分場に搬入し、その処分を行う場合は、申告納付  

注２  中間処理業者が、自ら設置した最終処分場に中間処理  

後の残渣を搬入し、その処分を行う場合は、申告納付  

最 終 処 分 業 者 （特別徴収義務者）  

排   出   事   業   者 

中  間  処  理  業  者  

沖  縄  県  

（  納税義務者  ）  

課税  

課税  

特別徴収  
処理料金と併せて税

を徴収  注１  

再 

生 

利 

用 
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